
 

 

 

 

 

２歳未満児の子どもショートステイ事業におけるサービス内容の変更について 

 

「子どもショートステイ事業」は、子どもを養育している保護者が疾病やその他のやむ

を得ない理由により養育することが一時的に困難となったときに、短期的に児童を預かり

養育する事業です。生後３か月から２歳未満の乳幼児を預かる「ショートステイ ベビー

ＣｏＣｏ（ココ）」と、２歳から１２歳までの子どもを預かる「子どもショートステイの家 

マルガリータ」があります。このうち「ショートステイ ベビーＣｏＣｏ（ココ）」のサー

ビス内容について、２０２２年度からより利用しやすくなるように変更いたします。 

 

 

■変更内容 

 変更前 変更後 

利用単位 １泊（２日間） １日 

利用者 

負担額 

課税世帯 ６，０００円 ３，０００円 

非課税世帯 ３，０００円 １，５００円 

生活保護世帯 ６００円 ０円 

受入れ時間 １５時～１６時 
９時～１６時３０分 

引渡し時間 １０時まで 

【例】課税世帯が７泊８日利用した場合における利用者負担額の比較 

＜変更前＞ ７泊 × ６,０００円 ＝ ４２,０００円 ① 

 ＜変更後＞ ８日 × ３,０００円 ＝ ２４,０００円 ② 

＜差 額＞ ②－① ＝▲１８，０００円 

 

 

２０２２年３月１８日・２２日 

行 政 報 告 資 料 

子ども生活部子ども家庭支援センター 


